
芦屋市火葬場 

指定管理者 

管理運営業務仕様書 

令和５年４月 
 

１ 管理運営業務の基本方針 

２ 所在地及び施設の概要等 

３ 業務時間及び休業日 

４ 法令等の遵守 

５ 指定期間 

６ 指定管理者が行う業務 

７ 自主事業等について 

８ 業務実施に係る確認事項 

９ 指定管理者と芦屋市の責任分担 

１０ その他留意事項 

 

 



 

  1 
 

 
芦屋市火葬場の指定管理者による管理運営業務 仕様書 

 

１ 管理運営業務の基本方針 

  指定管理者は、次の基本方針に沿って芦屋市火葬場（以下「聖苑」という。）の管理

運営業務（以下「本業務」という。）を行うこと。 

(1) 芦屋市の公の施設であることを常に念頭におき、市民の福祉の増進に努め、市民の

公平な使用に供するよう、施設の設置目的に資するよう適切な管理運営を行うこと。 

(2) 予算の執行にあたって、事業計画等に基づき適切かつ効率的運営を行うこと。 

(3)  使用者や広く市民を対象にアンケートを行うなど、使用者の意見や要望を反映させ、

使用しやすいようにサービスの向上に努めること。 

(4)  使用者に対する接遇について十分注意するとともに、定期的な接遇研修を実施する

こと。 

(5)  周辺住民や事業所、地域社会との良好な関係づくりに努めること。 

(6)  使用者等の個人情報の保護を徹底すること。 

(7) その他市民サービスの観点から，積極的に自主事業に取り組むこと。 

(8)  管理運営にあたっては、市と綿密な連携を取ること。 

(9)  災害時、緊急時に備えた危機管理を徹底すること。 

 

２ 所在地及び施設の概要等 

(1)  名  称 芦屋市聖苑 

(2)  所 在 地 芦屋市三条町 39 番 32 号 

ア  構  造 鉄筋コンクリート造２階建 

イ 床 面 積 487.88 ㎡（１階：278.65 ㎡ ２階：192.5 ㎡ ポンプ室：16.73 ㎡） 

ウ 開設年月日 平成 17 年 2月 1 日 

エ 棟内施設 １階：エントランスホール、炉前ホール（告別・収骨兼用）、事務室、 

          便所、炉室（火葬作業室）、残灰処理室等 

       ２階：集塵機室、機械室（非常用電源設備・空調室外置場） 

オ 火 葬 炉 人体炉（大型炉）３基、動物炉（標準炉）１基 合計４基 

カ 主な火葬設備、機器等 

(ｱ)  燃焼装置・・・４炉分 

・主燃焼炉 ・再燃焼炉 ・燃焼装置 ・炉内台車 ・炉内台車移動装置 

(ｲ) 通風装置・・・２系列分 
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  ・排風機 ・煙道 ・排気筒 

(ｳ) 排ガス冷却設備・・・４炉分 

  ・排ガス冷却機 ・冷却用空気送風機 

(ｴ)  排ガス処理設備・・・２系列分 

  ・集塵装置（バグフィルター） ・灰排出装置 

(ｵ) 付帯設備 

  ・炉前化粧扉・・・３炉分 ・前室・・・３炉分 

 ・残骨灰、飛灰吸引設備・・・２系列分 ・棺運搬車・・・３台 

 ・燃料供給設備 

(ｶ) 電気・計装設備 

  ・動力制御盤 ・火葬炉現場操作盤 ・事務室監視制御盤 ・炉前操作盤  

・火葬炉燃焼制御システム ・燃焼管理装置 ・事務室監視制御盤装置 

(ｷ) 公害監視装置・・・１式 

  ・排気筒監視カメラ及びモニター 

(ｸ) 遠方監視制御装置・・・１式 

  ・炉室側端末 ・事務室内監視制御盤装置 

(ｹ) インターネット予約システム・・・１式 

キ  備品一覧     

備 品 名 品 番 規 格 数量 

傘立て コクヨＵＳ-180Ｎ 481×320×500 １ 

テーブル ウチダＰＫ-900 6-402-103Ｐ

Ｇ 

900×900×950 １ 

焼香台 大阪葬祭用品 900×450×750 上下引出

し・下段通堂 

３ 

写真台 大阪葬祭用品 400×200×550 黒塗製 ３ 

香炉台 大阪葬祭用品 黒角型 9 号 ３ 

ワゴン コクヨＦＷ-ＰＭＲ150ＮＮ 耐荷重 200kgf  

600×400×88 

１ 

台車 ウエスギフレッシュカ－（折り

たたみ式）/大 

折りたたみ式／大 １ 

電子レンジ サンヨーＥＭＯ-Ｓ8-Ａ 470×362×285 １ 

金庫 コクヨＨＳ-10Ｋ-４ＴＮ 480×432×368 １ 

ワゴン ライオンＥＤ-042ＡＳ 395×600×605 ２ 

車イス カワムラサイクル 最大体重 100 ㎏ １ 

ＦＡＸ複合機 BrotherＭＦＣ-Ｌ2740ＤＷ 398×409×316 １ 
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引違書庫 セイコーＧ-36ＳＳ 880×400×1785 １ 

ソファーセッ

ト 

コクヨＣＮ285 600×600×720 ５ 

ソファーセッ

ト 

コクヨＣＮ280Ｂ1 600×600×400 ６ 

絵画  1195×35×1000 １ 

ノンボトル中

量ラック 

  １ 

フラワーボッ

クス 

 大：300×1200×698 

小：300×900×698 

２ 

室内用ボード

類 

掲示板（インフォメーションボ

ード） 

 １ 

手荷物テーブ

ル（炉前） 

閲覧机  １ 

洗浄機 高圧洗浄機  １ 

その他の台 掲示パネル付受付台  １ 

パーテンショ

ン類 

アルミフレームスクリーン 幅 816×高さ 1541 ㎜ ４ 

 

ク 参考資料一覧 

①  配置図 15 ページ 

②  １階平面図 16 ページ 

③  ２階平面図 17 ページ 

④  火葬フロー図 18 ページ 

⑤  排ガス等保全目標値一覧表 19・20 ページ 

 

３  業務時間及び休業日 

(1)  業務時間 

      聖苑の業務時間は、午前１０時から午後６時までとする。ただし、指定管理者が特

に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。 

(2)  休業日 

     聖苑の休業日は、１月１日及び施設の点検日（年間９日程度）とする。ただし、指

定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨

時に休業することができる。 
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４ 法令等の遵守 

（1）設置管理条例関係等 

・芦屋市火葬場の設置及び管理に関する条例(平成 16 年芦屋市条例第 25 号。以下「火

葬場条例」という。) 

・芦屋市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年芦屋市規則第51号。

以下「火葬場条例施行規則」という。) 

・芦屋市火葬場運営協議会に関する協定書 

（2）関係法令等 

・墓地、埋葬等に関する法律（以下「法」という。） 

・墓地、埋葬等に関する法律施行規則（以下「法施行規則」という。） 

（3）その他関係法令等 

地方自治法、地方自治法施行令、消防法、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生

法等労働関係諸法令、国等による環境物品等の調達等に関する法律、地方公共団体に

おける情報セキュリティポリシーに関するガイドライン、個人情報の保護に関する

法律、芦屋市情報公開条例、芦屋市行政手続条例、芦屋市暴力団排除条例、芦屋市公

の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例、芦屋市財務会計規則、芦屋市公益通

報の処理に関する規則、芦屋市庁舎内の防犯カメラの設置及び管理に関する要綱、芦

屋市契約等に係る事務からの暴力団排除措置に関する要綱、芦屋市における障がいを

理由とする差別の解消の推進に関する対応要領、芦屋市職員ソーシャルメディア利用

ガイドライン等、その他業務の履行に必要とされる関係諸法令 

 

５ 指定期間 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年） 

(1) 指定期間は議会での議決により決定する。 

 (2)  管理を継続することが適当でないと認められるときは、指定を解除することがある。 

 

６ 指定管理者が行う業務 

(1) 聖苑の使用の許可に関する業務 

ア  施設の使用許可等 

指定管理者は、施設の使用の許可権を有し、聖苑の目的に沿った使用を使用者に確

認するとともに、使用基準に基づいて使用の公平と平等を確保するものとする。 

イ  使用申請の受付及び使用許可等 

(ｱ) 使用許可については、火葬場条例、火葬場条例施行規則のとおり取り扱うもの

とする。 

(ｲ) 使用の受付は、電話又はインターネット予約システムにより行い、使用許可申

請を受理後、火葬場使用許可書を交付すること。 
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ウ 使用の制限 

次のいずれかに該当するときは、その使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、

若しくは使用の停止を命ずることができる。 

(ｱ)  火葬場条例又は火葬場条例施行規則に違反したとき。 

(ｲ)  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(ｳ)  聖苑の施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。 

(ｴ)  聖苑の管理運営上支障があると認められるとき。 

(ｵ)  指定管理者がその使用を不適当と認めたとき。 

(2) 火葬に関する業務 

ア  火葬炉の運転は、炉メーカーの作成した運転操作マニュアルに従い実施し、業務遂

行にあたり、事故が発生しないよう必要な措置を講ずること。 

イ 棺到着から火葬終了まで円滑に業務を遂行すること。 

ウ 収骨時間を使用者に通知し、収骨について適切な指示を行うこと。 

エ 火葬の際には排ガス、臭気、騒音の保全目標値（18ページ参照）を遵守すること。

排ガス等の測定は、市が年に 1回以上行うものとする。 

オ その他火葬に係る業務を行うこと。 

(3)  聖苑の施設、設備等の維持管理に関する業務 

聖苑使用者が安心して施設を使用できるように適正な状態を維持すること。 

施設の安全管理を行うにあたり、指定管理者は、点検の記録及び対応チェックリス

トを作成しそれに基づき、施設の点検を実施し、問題があれば迅速かつ的確に処理し、

その処理結果を記録し、市に報告すること。 

聖苑内の設備の法定点検は下記のとおりとする。 

対象設備 管理内容 実施頻度 

消防用設備 総合点検、機器点検（消防法第 17条の 3 の 3） 年１回 

貯水槽水道設

備 

受水槽の清掃点検（芦屋市水道事業給水条例第 45

条） 
年１回 

地下ﾀﾝｸ貯蔵所 
地下貯蔵ﾀﾝｸ及び地下埋設配管の漏えい点検 

（消防法第 14条の 3 の 2） 
年１回 

電気設備 自家用電気工作物保安管理（電気事業法第 42 条） 日常、月次、年次 

空調設備 
目視点検 

（フロン排出制御法） 
3 か月に 1回 

定期点検 令和 6、9年度 

ア 修繕について 

(ｱ) 修繕 

   施設及び設備に危険箇所・破損箇所等がないか、定期的に点検すること。不具合

を発見した場合は、直ちに市へ報告するとともに、使用を一時停止又は応急措置を

する等、劣化や損傷部分、性能又は機能を実用上支障のない状態まで回復させる修
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繕・改善の措置をとること。 

なお、修繕費が１件あたり３０万円（消費税等を含む）以上の修繕は市と協議を

行うものとする。３０万円（消費税等を含む）未満の修繕は指定管理者が負担する。 

    応急措置での修繕以外の場合は、事前に修繕計画書を提出し、実施時期や実施方

法について、市と協議するものとする。  

 イ 火葬炉設備の維持管理について 

  (ｱ) 保守点検 

     火葬炉設備の保守点検については、年に一度（５月）、日常点検では捕捉しがた

い箇所を設備の知識を十分に有した炉メーカーの技術者によって実施すること。 

     実施する点検項目は、芦屋市聖苑点検内訳表（別紙１）のとおりとする。  

    火葬炉設備点検を実施した後に、点検報告書を提出すること。火葬炉設備の不

良・故障及び破損等があった場合は、その原因及び対策方法を文書で市に報告する

こと。その際には、見積書も提出すること。 

  (ｲ)  設備修繕（補修・改修） 

     火葬炉設備修繕計画（別紙２）のとおり指定管理者において実施するものとする。 

     実施にあたっては、事前に補修及び改修工事計画書を提出し、設備の知識を十分

に有した炉メーカーの技術者によって実施すること。 

 (ｳ) (ｱ)及び(ｲ)の費用については、市が負担し精算払いとする。実施については、年

度末の予算議決をもって決定するため、実施やその規模を保証するものではない。 

ウ 植栽の維持管理について 

聖苑内及び魚屋道沿いの植栽については、年 1 回以上の除草や剪定等を行うこと。 

エ 日常点検 

  (ｱ) 火葬炉等の機能について、日常的に点検を実施すること。点検項目、点検方法は

炉メーカーの作成した点検マニュアルに従い実施すること。 

  (ｲ)  施設は常に清潔に保つよう清掃を行うこと。 

  (ｳ) 魚屋道及び隣接するハイキング道側溝の清掃等を定期的に行うこと。 

オ  備品 

(ｱ) 備品の点検を定期的（１回/年）に行い、良好な状態を保つこと。また、不具合

が生じた場合は、随時補修すること。什器・備品等の修繕費については指定管理者

の負担とする。 

    (ｲ)  貸与備品が経年劣化や破損等に伴い買い換え等の措置が必要となったときは、市

に備品の状態等について報告し、30 万円（消費税等を含む）未満の備品について

は、指定管理者が購入・負担とする。30 万円以上の備品が必要となった場合は、

あらかじめ市と協議し、市が購入し、指定管理者に貸与する。 

    (ｳ)  備品の破棄等の移動が生じた場合は、市に報告すること。 

    (ｴ) 指定管理料の範囲内で購入した備品は、原則市に帰属すべきものとし、市に報告
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すること。 

    (ｵ) 自己の所有する備品を持ち込み、又は購入した場合は、持込備品管理簿に記載す

ること。 

    (ｶ) 指定期間の満了又は指定の取消しにより管理を終了したときは、持ち込んだ備品

を直ちに自己の責任において撤去すること。ただし、市の承認を得たときは、この

限りではない。 

    (ｷ) 備品台帳及び持込備品管理簿と備品を整理照合し、年１回市に報告すること。 

  (4)  聖苑の運営に関する業務 

ア 使用料徴収業務（別途委託契約） 

(ｱ) 徴収した使用料は、市の収入とすること。 

(ｲ) 使用料徴収時に使用者に領収書を交付すること。 

(ｳ) 帳簿を用いて使用料を整理し、徴収した使用料は、当日分をまとめて翌日に納

付書により市指定金融機関に払い込むこと。翌日が金融機関の営業日でない場合

は、直後の営業日に払い込むこと。 

イ 使用料の後納、減額及び免除 

市から使用料の後納、減額及び免除の通知を受けた場合は、使用者に対して、使用 

料の後納、減額及び免除の措置を行うこと 

ウ 火葬済証明書、分骨証明書の発行に関すること 

エ 火葬許可書の受理、証明に関すること 

オ 火葬状況等各種報告に関すること 

カ 火葬場管理者としての業務 

(ｱ) 管理者は、火葬の申請を受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではな

らない。 

  (ｲ) 管理者は、火葬許可証を受理した後でなければ火葬を行ってはならない。 

  (ｳ) 管理者は、法第１５条に規定する図面、火葬簿等の図書の管理を行うとともに、

火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があった場合は閲覧させること。 

  (ｴ) 管理者は、火葬を行ったときは、火葬許可証に火葬を行った日時を記入し、署名、

押印してこれを火葬を求めた者に返付すること。 

  (ｵ) 管理者は、法第１７条に規定する前月の火葬の状況を、毎月５日までに市に報告

すること。 

(5)  その他聖苑の管理運営に関すること 

ア サービスに関すること 

(ｱ) 公平な運営を行い、特定の団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。 

(ｲ) 業務中は職務に専念するとともに、服装、言動等に十分注意し、使用者等に不快

の念を与えないようにすること。また、宗教上の中立を保つこと。 

(ｳ) 業務の実施に当たっては、名目のいかんを問わず、使用者等から金品等を受領し
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ないこと。 

イ トラブル対応に関すること 

(ｱ) 指定管理者への使用者及び近隣からの要望や苦情、トラブル等は、迅速、適切に

処理し、速やかに市に報告すること。 

(ｲ) 防犯及び防火の措置をとること。 

ウ 拾得物・残置物の処理に関すること 

(ｱ) 拾得物は拾得物の台帳を作成し、原則として所轄の警察署に届けること。 

(ｲ) 施設内に残置された自転車等で持ち主が不明であり、明らかに廃棄物と判断され

るものについては処分すること。 

(ｳ) 廃棄したものかどうか疑わしい場合は１４日間、撤去要請の告示（貼り紙）をし

た後、所有者が不明の場合に処分すること。 

エ  日常業務 

(ｱ) 始業及び終了点検など、施設及び設備に係る日常の業務を行うこと。 

(ｲ) 防犯上、終了時の施錠は施設建物全体を確認すること。 

(ｳ) 使用者に対し、ゴミ持ち帰りの周知徹底など、衛生環境の確保に努めること。 

ケ  組織体制及び人員配置等 

  (ｱ) 本業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基準法

等関係法令を遵守し、管理運営を効率的に行うための業務形態にあった適正な人数

の職員を配置すること。 

(ｲ) 法第１２条に規定する火葬場の管理者（以下「管理者」という。）を置き、管理

者の本籍、住所、氏名を市に届けること。 

  (ｳ) 聖苑の管理運営に必要な知識及び技能を有する者（危険物取扱者［乙種］等の法

定資格者）を配置すること。 

(ｴ) 職員の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないように配置するとともに、使用

者の要望にこたえられるものにすること。 

(ｵ) 職員の資質向上を図るため、研修を実施するとともに、必要な知識と技能の習得

に努めること。 

コ その他施設の管理に関すること 

  (ｱ) 市の承認なしに、施設の設備及び備品を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権そ

の他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定することはできない。 

  (ｲ) 消耗機材等の購入、各種契約、光熱水費・通信運搬費等の支払いなどすべての事

務を行うこと。管理運営上必要となる光熱水費等は原則指定管理者の負担となる。 

  (ｳ) 施設の管理に当たっては、省エネルギー、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、

環境負荷の低減に資する物品等の調達（グリーン購入）など、環境に配慮した効率

的・効果的な運営を行うこと。また、芦屋市環境計画等に基づき、市が聖苑のエネ

ルギー使用量等の情報を求めるときは協力すること。 
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  (ｴ) 施設の敷地内に、指定管理者が通勤用の自動車駐車場を設ける場合には、目的外

使用許可を得て行うものとし、使用料を市へ納付すること。 

  (ｵ) 指定管理者としての業務に関する経理は、団体等の通常の経理に使用する口座と

は別に専用口座を設け、管理すること。また、指定管理者としての業務に係る経理

とその他の業務に係る経理を区分すること。 

(ｶ) 指定管理者の従事者の中から防火管理者を選任し、消防計画を所管消防署に提出

すること。 

サ  指定管理者の標記 

  維持管理業務の遂行に関して団体名を表示する場合は、「芦屋市聖苑（指定管理者

者：○○○○）」と標記すること。施設等が指定管理者により管理・運営されているこ

とを使用者に周知するため、施設内、パンフレット等に指定管理者名等を次のように

表示すること。 

※記載例 

芦屋市が設置した芦屋市聖苑は、指定管理者である○○○○が管理運営を行っています。 

連絡先 芦屋市聖苑（指定管理者○○○○） 電話番号 ２５-２４７８ 

  

７ 自主事業等について 

 (1) 自主事業に関すること 

指定管理者は、施設の設置目的に合致し、かつ本来の業務の実施を妨げない範囲に

おいて、事前に事業計画を提出し、市の承認を得たうえで、管理者の責任にて自主事

業を行う。なお、自主事業に要する経費は指定管理者の負担とし、事業で得た収入は

指定管理者の収入とする。また、自主事業を実施するために必要な許可等の手続き及

び関係機関との協議は、指定管理者が行うこと。 

 (2) 物販事業等に関すること 

指定管理者は、聖苑において、物販事業等を行う場合は、料金及び事業内容等につ

いて、事前に事業計画を提出し、市の承認を得ること。 

なお、自動販売機、売店の設置等、目的外の使用をするときは、あらかじめ市に申

請を行い、許可を受けること。また、指定場所のみとし、別途、市に使用料を支払う

こと。 

 

８ 業務実施に係る確認事項 

 (1)  事業計画書 

指定管理者は、市と調整を行ったうえ、毎会計年度、次年度の開始１か月前までに

次年度の「年次事業計画書」を作成し、市に提出して承認を得ること。 

 ア 業務の収支見込に関する事項 

 イ 業務の実施計画に関する事項 
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 ウ サービス向上のための取組に関する事項 

 エ その他市が指示する事項 

(2)  業務報告書 

指定管理者は、指定期間中、毎月終了後、１５日まで（法令等に提出期限が定めら

れている場合を除く）に、下記に掲げる事項を記載した業務報告書を作成し、提出す

ること。 

 ア 法令等で定められた報告書 

 イ 維持管理状況報告書（日報、月報） 

 ウ 使用料収納状況報告書 

 エ 管理運営経費収支状況報告書 

 オ 前４号に掲げるもののほか、その他市が必要と認める事項 

 (3) 使用者アンケート 

   指定管理者は、使用者の意見や要望を把握するため、当該施設において提供される

サービスに関する使用者アンケートを継続的に実施すること。実施の際は、市の指定

するアンケート用紙を基本とし、施設内に回収箱を設置するなどして回収すること。 

   なお、施設の性格や設置目的等により、特別な事業がある施設の場合は、市と協議

の上、変更できることとする。 

   また、調査結果について分析及び評価を行い、その後の管理要務への反映に努める

ものとする。また、その内容を施設内に掲示するとともに、市にその結果を報告する

ものとする。 

 (4) 事業報告書 

   指定管理者は、指定期間中、毎年度終了後、３０日以内に下記に掲げる事項を記載

した事業報告書を作成し、提出すること。 

 ア 業務の実施状況及び使用状況 

 イ 使用料及びその他の収入の実績 

 ウ 管理運営経費の収支状況 

 エ 自主事業の実施状況及び収支状況 

 オ 前４号に掲げるもののほか、市が特に必要と認める事項 

 (5) 実地調査等の実施 

   市は、随時又は定期的に施設管理状況を実地にて確認するものとする。その際に市

に協力すること。 

   なお、調査においては、人事・経理に係る帳簿、契約書類等も対象とする。 

 (6) モニタリング評価 

   実地調査や事業報告書等に基づき、指定管理者が事業計画書に基づき提供した業務

の適正な実施及びその水準を確認するため、施設状況の評価を実施し、施設運営の適

正化を図るものとする。また、指定管理期間中に市が第三者による評価を実施する。



 

  11 
 

事業計画書、事業報告書、評価結果等については市のホームページ等で公表する。 

 (7) 引継ぎに関すること 

   指定期間終了等により、次期指定管理者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎを

行うとともに、業務引継書等を作成し、指定管理業務の実施に必要な文書及びデータ

等を無償で提供すること。ホームページやパンフレット等の広報媒体について、使用

者の利便性も考慮の上、適切な引き継ぎがなされるよう協力すること。 

   個人情報にかかる引き継ぎを行う場合は、個人情報保護等の観点からその取り扱い

に十分注意し、引き継ぎに際しては、市が立ち会い、新旧指定管理者において引き継

ぎ完了を確認する書面を取り交わすこと。 

 

９ 指定管理者と芦屋市の責任分担 

  指定期間内における責任分担については、下表を基本として対応するものとする。 

項目 指定管理者 芦屋市 

運営の基本的考え方 ◎ ○ 

条例・規則事項 

広報 ◎ ○ 

市広報関係 

聖苑の運営管理 ◎  

施設の物品管理 ◎  

聖苑の法的管理（使用許可・

使用許可の取消し） 

〇 

書類受付・交付事務に限る 

◎ 

苦情対応  

◎ 

○ 

管理運営に係る事項以外 

市政への意見等 

事故対応 ◎  

災害復旧 ○ 

応急復旧の実施 

◎ 

 

不可抗力に伴う経費 

◎ 

事業履行不能による減収及び不可

抗力事由に伴う右記以外の経費 

 

○ 

施設設備等の修復のための経費 

１件３０万円未満の修繕 ◎  
１件３０万円以上の修繕・改

修等 
 ◎ 

賠償責任（指定管理者に管理

瑕疵がある場合） 

◎  
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金利変動に伴う経費の増 ◎  

物価変動に伴う経費の増 ◎  

施設の管理運営に影響を及ぼ

す税制・法令等の変更 

 ◎ 

 ※ 表中「◎」は主たる責任分担を示し、「〇」は説明書き部分について責任を負うことと

する。なお、本表に定める事項で疑義がある場合又は本表に定めのないものについては、

協議事項とする。 
 (1)  損害賠償・損害保険 

   指定管理者の責に帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合には、指

定管理者がその損害を賠償すること。施設において、事故が発生した場合に備えて、

指定管理者はあらかじめ事故対応マニュアルを定めるとともに、事故発生時には直ち

にその旨を市に報告すること。 

   指定管理者は、管理上の瑕疵による事故に対応するため、施設賠償責任保険（指定

管理者特約条項付き）に加入すること。 

(2) 不可抗力 

  市は、指定管理者に対して不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、

暴動、その他の市または指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的ま

たは人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの）による休業補償は行わない。 

 (3) 運営リスク 

   市は、施設及び機器の不備又は施設管理上の瑕疵並びに火災等事故による臨時休業

等に伴う補償は行わない。    

 (4)  消費税及び地方消費税の税率変更に係る見直し 

   消費税及び地方税にかかる税率の変更に伴い、市が条例で定める使用料を変更した

場合、指定管理者は変更後の額を基に利用料金等を定めるものとする。 

 

１０ その他留意事項 

 (1)  記録等の作成及び保存 

 ア 管理運営並びに経理状況に関する帳簿類は常に整理し、市からこれらに関する報告

や実地調査を求められた場合には、速やかに市担当者の指示に従い、誠実に対応する

こと。 

 イ アの帳簿類や維持管理業務（作業状況等）の記録類は指定期間中保存し、市から請

求のあった際は、速やかに提示できるようにすること（指定期間終了時には市へ引き

継ぐこと）。 

 (2)  市からの要請への協力 

 ア 市から、聖苑の管理運営並びに現状等に関する調査又は作業の指示等があった場合

には、迅速、誠実かつ積極的な対応を行うこと。 
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   調査については、人事・経理に係る帳簿、契約書類ほか、指定管理業務に係るもの

を対象とするものであるので誠実に対応すること。 

 イ その他、市が実施または要請する事業（防災訓練等）への参加・支援・協力・実施

を積極的かつ主体的に行うこと。 

 (3)  市と指定管理者で協議・調整を要する事項 

   これまでの規定のほか、次の事項に関する事柄は、市と指定管理者が調整または協

議を行うこと。 

 ア 施設の管理運営に係る各種規定・要綱等を作成する場合 

 イ 指定期間中に管理運営内容が変更される場合 

 ウ その他、本仕様書等に記載のない事項 

 (4) 第三者への包括的委任の禁止 

   指定管理者は、第三者に対し指定管理業務の包括的委任を行ってはならない。 

 (5) 個人情報の保護 

   本業務は、個人情報を取り扱うため、個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）、関係法令等のほか、別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」

を遵守しなければならない。 
(6)  個人情報の取扱いに関する検査 
ア 指定管理者は、本業務に係る個人情報が適正に取り扱われているかどうか検証

及び確認するため、作業の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況その他

本協定に基づく必要な措置の状況について、実地検査又は書面検査により確認す

る。検査実施方法については別途市から通知するものとする。 
イ 個人情報の取扱いに係る業務を第三者に委託する場合には、指定管理者を通じ

て又は市自らが当該第三者に対して、上記アの検査を行うものとする。なお、市

が指定管理者を通じて検査を行うこととしたときは、指定管理者は検査結果につ

いて市に報告するものとする。個人情報の取扱いに係る業務について、第三者が

再委託を行う場合以降も同様とする。 

 (7) 守秘義務の遵守 

   指定管理者は業務上知りえた秘密について第三者に漏らしてはならない。 

 (8)  文書の管理・保存 

   指定管理者が本業務に伴い作成し、又は受領した文書等は芦屋市文書取扱規程（平

成 19 年芦屋市訓令甲第 6 号）（及び芦屋市教育委員会文書管理規則（昭和 43 年教育

委員会規則第 11 号））に基づき、適正に管理・保存するものとし、指定期間の終了後、

又は指定の取消し後に、市の指示に従って引き渡すものとする。 

 (9) 情報公開 

   芦屋市情報公開条例の趣旨に基づき、その管理に関する情報の公開を行うための必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
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   また、市から聖苑に関する文書であって市が保有していないものに関し閲覧、写し

の交付等の申出があったときは、提出に応じるよう努めるものとする。 

 (10) 行政手続条例の適用 

   指定管理者の権限で使用許可や使用料の減免等の行政処分を行う場合は、施設管理

権限の委任の範囲において、本市行政手続条例における「行政庁」に相当することと

なるため、指定管理者はその範囲において行政庁として行政手続条例に規定する責務

を負い、当該処分について、行政事件訴訟法第１１条第２項の規定による取消訴訟の

被告となることがある。 

   なお、具体的な審査基準及び処分基準の設定及びそれに伴う意見公募手続は市と協

議して定める。 

（取消通知等の教示文） 

１ この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して３か月以内に、芦屋市長に対して審査請求をすることができます。（なお、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処

分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなりま

す。）。 

２ この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（審査請求をした

場合は、当該審査請求に対する芦屋市長の裁決があったことを知った日）の翌日から

起算して６か月以内に、聖苑指定管理者である●●株式会社を被告として提起するこ

とができます。（なお、処分を知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

処分の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。） 

(11) 防犯カメラ 

   指定管理者は、芦屋市庁舎内の防犯カメラの設置及び管理に関する要綱第３条に規

定する業務責任者を置き、要綱の規定に基づきその管理を行うための必要な措置を講

ずるものする。 

(12) 住民監査請求等 

   指定管理者に対する公金の支出や財産の管理等が違法又は不当であると認められる

ときは、住民監査請求や住民訴訟の対象となり得る。 

(13) 危機管理マニュアルの作成 

   聖苑の特性・実情に応じた危機管理マニュアルを市と指定管理者が協議して作成す

ること。 

   また、市及び指定管理者は、年１回以上、危機管理マニュアルについて協議を行い、

適宜、見直しを行うこと。 

(14) 電力需給契約について 

   現在、電力需給契約については、市内施設を一括で地方自治法第 234 条の 3 による
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長期継続契約としているため、指定期間中は市が決定した事業者との契約とすること。 
   なお，現在の電力需給契約については、令和４年４月１日０時から令和７年３月３

１日２４時までとなっており、指定期間中に電力需給契約事業者が変更となる場合が

ある。 

(15) その他施設の維持管理費の縮減に係る積極的な提案 

指定管理者は，その他施設の維持管理費の縮減に係る事項について，市に積極的に

提案すること。また，今後，市がネーミングライツ等の維持管理費の縮減に係る制度

を導入する場合は，協力すること。 

(16) 芦屋市情報セキュリティ実施手順の遵守 

指定管理者が，業務上本市が導入するシステムを利用する必要がある場合は，『芦屋

市情報セキュリティ実施手順（利用者編）要約版』を遵守すること。 
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配置図 
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１階平面図 
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２階平面図 
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フロー図 



 

  20 
 

一覧表 
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（別紙１） 

芦屋市聖苑 点検内訳表 

火葬炉設備点検項目 
  

点 検 項 目 点検確認方法 数量 

1 化粧扉   3 台 

 化粧扉の損傷 目視   

 レール上の目詰まり 目視   

 筋道の汚れ 目視   

 スイッチボックスの目詰まり 目視   

 エンジンボックスの動作状況 動作   

 炉前ホール用情報表示装置の動作状況 動作   

       

2 前室   3 台 

 前室金物の損傷 目視   

 断熱扉の損傷 目視 4 台 

 炉内台車の耐火物損傷 目視 4 台 

 架台の損傷 目視 4 台 

 炉内台車の接続状況 動作 4 台 

       

3 移送装置   3 台 

 リミットスイッチ（押込用）の動作 動作   

 リミットスイッチ（引出用）の動作 動作   

 チェーンの緩み 目視   

 スプロケットの緩み 目視   

 モータの動作 動作   

       

4 主燃炉内   4 炉 

 セラミックファイバーの損傷・剥離 目視   

 耐火煉瓦の損傷・剥離 目視   

 バーナタイルの損傷 目視   

 砂箱の損傷 目視   

 キャスタブルの剥離 目視   

 主燃炉用熱電対の損耗 目視   
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 床面断熱ボードの損傷 目視   

       

5 再燃炉炉内   4 炉 

 再燃炉用熱電対の損耗 目視   

 キャスタブルの損傷 目視   

 耐火煉瓦の損傷 目視   

 炉内圧力センサーの確認 目視   

       

6 断熱扉   4 面 

 断熱扉の開閉 動作   

 モートルブロックの動作 目視   

 ケーシングの損傷 目視   

 セラミックブロックの損傷 目視   

       

7 再燃炉バーナタイル   4 炉 

 バーナタイルの損傷 目視   

       

8 再燃炉内部 点検口部   4 炉 

 キャスタブルの損傷 目視   

 セラミックブロックの損傷 目視   

 酸素濃度計の損傷 目視   

       

9 エゼクタ内部   4 炉 

 キャスタブルの損傷 目視   

 セラミックブロックの損傷 目視   

 排気ダクトの損傷 目視   

       

10 主燃炉本体   4 炉 

 真空弁の損傷 目視   

 燃焼空気ダクトの損傷 目視   

 リミットスイッチ（全開） 目視   

 リミットスイッチ（中間） 目視   

 リミットスイッチ（全閉） 目視   

 ケーシングの損傷 目視   

 前室操作盤の損傷 目視   
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11 主燃炉本体   4 炉 

 ケーシングの損傷 目視   

 火葬炉操作盤の損傷 目視   

 覗窓の損傷 目視   

 バーナ口廻り塗装の剥離 目視   

 配管からのガス漏れ 目視   

 タッチパネルの動作状況 動作   

       

12 主燃バーナ（灯油）   4 台 

 ケーシング損傷 目視   

 オイル接合部の灯油漏れ 触手   

 オイル接合部の動作状況 触手   

 コントロールモーターの動作 触手   

 リンケージ部ネジの緩み 目視   

 エアダクトジャバラの損傷 動作   

       

13 主燃バーナ（灯油）   4 台 

 ノズルの損傷 目視   

 すすの付着 目視   

 点火プラグの接点状況 目視   

 炎検知器の接点状況 目視   

       

14 再燃バーナ（灯油）   4 台 

 ケーシング損傷 目視   

 オイル接合部の灯油漏れ 触手   

 オイル接合部の動作状況 動作   

 リンケージ部ネジの緩み 目視   

 エアダクトジャバラの損傷 目視   

       

15 再燃バーナ（灯油）   4 台 

 ノズルの損傷 目視   

 すすの付着 目視   

 点火プラグの接点状況 目視   

 炎検知器の接点状況 目視   
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16 オイルユニット   4 台 

 電磁弁の動作 動作   

 コントロールモーターの動作 動作   

 コントロールモーターリンク部ネジの緩み 目視   

 流量計 目視   

 オイル漏れ 触手   

       

17 １次冷却用送風機   4 台 

 ケーシングの損傷 目視   

 Ｖベルトの緩み 目視   

 モーターの動作 動作   

       

18 排煙濃度計（投光器）   4 台 

 ケーシングの損傷 目視   

 ファンの動作 動作   

 フィルター損傷・汚れ 目視   

 電球の点灯 目視   

 予備電球の有無 目視   

       

19 排煙濃度計（受光器）   4 台 

 ケーシングの損傷 目視   

 ファンの動作 動作   

 フィルター損傷・汚れ 目視   

 光軸のずれ 目視   

       

20 １次冷却→２次冷却ダクト   2 系統 

 ケーシングの損傷・腐食 目視   

 炉出口ダンパー 目視   

 コントロールモーターリンク 目視   

       

21 燃焼用送風機   4 台 

 ケーシングの損傷 目視   

 モーターの動作 動作   

 カップリングの接続 目視   
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 フィルター目詰まり 目視   

       

22 残骨灰真空輸送装置   1 台 

 ケーシングの損傷 目視   

 塗装の剥離 目視   

       

23 飛灰真空輸送装置   1 台 

 ケーシングの損傷 目視   

 塗装の剥離 目視   

       

24 灰出口の開閉 目視 2 台 

 配管からの空気漏れ 目視   

 サイレンサーの損傷 目視   

       

25 ルーツブロワ   2 台 

 ケーシングの損傷 目視   

 真空計の動作 動作   

 安全弁の損傷 目視   

 ベルトの緩み 目視   

 駆動時の異音 目視   

 油量確認 目視   

       

26 フィルター   
残灰 8 本 

飛灰 16 本 

 フィルターの損傷 目視   

       

27 真空輸送配管   2 系統 

 ホースの損傷 目視   

 ノズルの損傷 目視   

 真空配管の損傷 目視   

       

28 棺炉内台車運搬車   3 台 

 ケーシングの損傷 目視   

 運搬車の動作 動作   

 リミットスイッチ（押込） 目視   
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 リミットスイッチ（引出） 動作   

 接続解除レバーの緩み 目視   

 接続フックの接続状況 動作   

 バッテリー液の有無 目視   

 モーター車輪の動作 動作   

 ローラーのシャフトの腐食・損傷 目視   

 ローラーの昇降の動作 動作   

 巾調整の動作 動作   

 棺受け上下動作 動作   

 油圧ポンプの動作 動作   

 油漏れの確認 目視   

 油量の確認 目視   

       

29 二次冷却用送風機   2 台 

 ケーシングの損傷 目視   

 Ｖベルトの緩み 目視   

 モーターの動作 動作   

       

30 二次冷却→集塵機ダクト   2 系統 

 ケーシングの損傷 目視   

 ケーシングのガス漏れ 目視   

 集塵機ダンパ開閉作動 動作   

       

31 排風機   2 台 

 ケーシングの損傷 目視   

 カップリングの緩み 目視   

 異音の有無 目視   

 ガス漏れ 目視   

 羽根車の歪み 目視   

       

32 排気筒   2 組 

 外観損傷 目視   

 雨水排出 目視   

 排風機バイパスダクト 目視   

 排風機バイパスダンパ開閉作動 動作   
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33 火葬炉制御盤   4 面 

 運転状況 動作   

 インバータの動作 動作   

 プリント基盤通信確認 動作   

       

34 バグフィルター点検   2 系統 

   動作・目視   

       

35 コンプレッサー点検   1 式 

 点検報告書提出 動作・目視   

       

36 情報表示装置（玄関・ロビー）   1 面 

 インフォメーションディスプレイ 目視   

 ケーシングの損傷 目視   

 表示の確認 動作   

 通信の動作状況 目視   

       

37 予約システム 動作 1 式 
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（別紙２）火葬炉設備修繕計画 

主要設備 

【修繕項目】 
  1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 

区分 No. 内容 
19 年目 20 年目 21 年目 22 年目 23 年目 

2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 

主燃焼炉 

1 炉内セラミック張替 
        1～3 号 

        〇 

2 
断熱扉セラミックブ

ロック張替 

  1～3 号 動物     

  〇 〇     

3 耐火物全面張替 
  2,3 号 1 号,動物     

  〇 〇     

炉内台車 

4 耐火物張替 
1,3 号 動物炉       

〇 〇       

5 
全体取替（金物ケーシ

ング、耐火物） 

    1～3 号     

    〇     

台車移動

装置 

6 機器取替 
  1～3 号       

  〇 
 

    

7 ケーシング塗装 
1～3 号         

〇 
 

      

再燃焼炉 

8 耐火物張替 
      2,3 号 1 号 

      〇 〇 

9 ケーシング補修 
      2,3 号 1 号 

      〇 〇 

10 点検口取替 
      2,3 号 1 号 

      〇 〇 

バーナ 

11 部品取替 
  2 号,動物       

  〇       

12 

燃料流調弁用 

コントロールモータ

取替 

    8 台     

    〇 
 

  

13 ノズル取替 
        ８台 

        〇 

14 

 

バーナコーン取替 

 

        3 台 

        〇 
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15 取付ジャバラ取替 
  1 号,動物     2,3 号 

  〇 
  

〇 

16 噴燃ポンプ取替 
  2 台       

  〇       

燃焼用送

風機 
17 機器取替 

  1,2 号 3 号,動物     

  〇 〇     

冷却用送

風機 
18 機器取替 

1,2 号 3 号,動物       

〇 〇       

排ガス冷

却器 
19 内部耐火物取替 

  2,3 号     1 号 

  〇 
  

〇 

残骨灰吸

引装置 

20 機器取替   
 

〇 
  

21 フィルタ取替   
 

〇 
  

22 ルーツブロア取替   
 

〇 
  

23 制御機器取替   
 

〇 
  

柩、炉内

台車兼用

運搬車 

24 走行装置取替   
   

〇 

25 本体部品取替   
   

〇 

26 充電器取替   
   

〇 

27 制御部品取替   
   

〇 

炉操作盤 

28 制御装置取替 
        全炉 

        〇 

29 電源装置取替 
        全炉 

        〇 

30 無停電電源装置取替 
        全炉 

        〇 

31 排煙濃度計取替 
        全炉 

        〇 

炉前操作

盤 
32 制御、表示装置取替 

        1 号 

        〇 

炉制御盤

内機器 

33 酸素濃度変換器取替 
      全炉   

      〇   

34 

 

制御盤内機器取替 

 

      全炉   

      〇 
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35 制御盤内機器取替 
    全炉     

    〇     

36 制御盤内機器取替 
随時 随時 随時 随時 随時 

〇 〇 〇 〇 〇 

電気計装

部品 

37 各センサ取替 
          

          

38 
コントロール 

モータ取替 

    24 台     

    〇 
 

  

39 
前室冷却用空気弁用

電磁弁取替 

3 台         

〇 
 

      

2 次冷却

用送風機 

40 送風機部品取替 
          

          

41 機器取替 
1,2 系列         

〇 
 

      

排風機 

42 送風機部品取替 
  1,2 系列       

  〇 
 

    

43 インバータ取替 
1 系列 2 系列       

〇 〇       

緊急 

バイパス

ダンパ 

44 パッキン取替 
        1,2 系列 

        〇 

45 機器取替 
  1,2 系列       

  〇 
 

    

排風機 

バイパス

ダンパ 

46 エアシリンダ取替 

  1,2 系列       

  〇 
 

    

排気筒 47 ドレンポット取替 
  1,2 系列       

  〇 
 

    

集じん装

置 

48 

ろ布 

ACF（活性炭フィル

タ設備）取替 

2 系列     1 系列   

〇 
  

〇 
 

49 
灰出し弁機器取替 

 

  1,2 系列     1,2 系列 

  〇 
  

〇 

50 

 

逆洗バルブ機器取替 

 

  1,2 系列       

  〇 
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51 
集じん装置制御機器

取替 

  1,2 系列       

 
〇 

  
  

飛灰 

吸引装置 

52 灰出し弁機器取替 〇 
   

  

53 フィルタ取替 〇 
   

  

54 ルーツブロア取替 
 

〇 
  

  

55 制御盤機器取替         〇 

コンプレ

ッサ 

56 

パッケージ 

ベビコン本体オーバ

ーホール（2023 年

のみ 2 台、その他の

年は 1 台） 

〇 〇 〇 〇 〇 

57 その他機器取替 〇         

炉共通制

御盤 

58 制御装置機器取替 〇 〇 
 

    

59 電源装置機器取替 

 

〇 
 

    

60 その他機器取替 

 

〇 
 

    

CO,O2 

測定装置 
61 

CO,O2 分析計オーバ

ーホール 

1,2 系列   1,2 系列   1,2 系列 

〇 
 

〇 
 

〇 

監視 

カメラ 
62 

排気筒監視カメラ取

替   
〇 

  

炉監視装

置 

情報管理

装置 

63 サーバ機器取替 
 

〇 
   

総合案内

装置 
64 

エントランスホール

（総合案内機器取替） 
〇 

    

 


